
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                             令和３年１１月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年１１月１０日 １０時１０分ごろ 

発生場所 鹿児島県指宿
いぶすき

市知林
ち り ん

ヶ島北方沖 

知林ヶ島灯台から真方位０２０°４３０ｍ付近 

（概位 北緯３１°１６.９′ 東経１３０°４１.０′） 

事故の概要  漁船髙吉
たかよし

丸は、東南東進して右に回頭中、また、プレジャーボート

SUN
サ ン

- S A
セーフティ

は、漂泊中、両船が衝突した。 

SUN-SA は、船長が負傷し、左舷船首部外板に破損等を生じ、また、

髙吉丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 令和２年１２月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

Ａ 漁船 髙吉丸、１９トン 

   ＫＧ２－９１２（漁船登録番号）、高吉丸水産有限会社 

   １８.３５ｍ（Lr）×４.４８ｍ×１.７２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５４０kＷ、平成３年３月６日 

   第２９１－３６５１６号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート SUN-SA、１.７トン 

   ２９５－４６９３０鹿児島、個人所有 

   ６.２７ｍ（Lr）×２.２５ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

  ガソリン機関（船外機）、６６.２kＷ、平成２７年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５５年９月５日 

    免許証交付日 平成２８年８月２３日 

           （令和４年８月１３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ６５歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２７年３月９日 

    免許証交付日 令和元年５月１４日 

           （令和７年３月８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に破損、左舷中央部付近の船底に擦過傷、右舷船

尾船底部に破口、オーニング支柱に破損、船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、一本釣り漁用の餌等を積み込

む目的で、令和２年１１月１０日０９時３０分ごろ指宿市山川
やまがわ

漁港に

向けて同市今
いま

和泉
い ず み

漁港を出港した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船 

 

船長Ａは、１.５海里（Ｍ）レンジでヘッドアップ表示させたレー

ダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、操舵室右舷側の椅子に腰を掛

け、自動操舵により操船に当たり、約８ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）でＡ船を東南東進させた。 

 船長Ａは、知林ヶ島北方沖に至って右回頭しようと思い、目視及び

レーダーで周囲を確認したところ、航行の支障となる他船を見掛け

ず、また、ふだんから知林ヶ島北東方沖で釣り船を見掛けたことがな

かったので、転舵する方向に他船はいないと思い、ＧＰＳプロッター

の過去の航跡線に沿うよう右回頭を始めたところ、１０時１０分ごろ

衝撃を感じ、右舷側にＢ船の船底を認めてＢ船と衝突したことに気付

いた。 

 船長Ａは、機関を全速力後進としてＡ船を停止させて船尾甲板に移

動し、数秒後に海面上に浮上した人影を認め、Ａ船を旋回させて船尾

側をＢ船に着け、転覆したＢ船の船底に上がった船長Ｂの負傷状況及

びＢ船の乗組員の有無の確認を行い、本事故の発生に気付いて来援し

た養殖業者の協力を得て、転覆していたＢ船が沈まないようにロープ

を取り、船長ＢをＡ船に移乗させた。 

船長Ａは、船長Ｂが海上保安庁に本事故の発生を通報していたの

で、自ら海上保安庁には通報せず、所属する漁業協同組合及び造船所
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に本事故の発生を電話連絡してＢ船を今和泉漁港にえい
．．

航した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りの目的で、０７時００分ご

ろ指宿市魚
うお

見
み

港の船だまりを出港し、知林ヶ島西方沖から北方沖の釣

り場で釣りを行った後、１０時００分ごろ同島北東方沖で船首部から

パラシュート型シーアンカーを投入し、船首を北方に向け、船外機を

停止して漂泊を始めた。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 船長Ｂは、左舷船尾部の燃料タンクに腰を掛け、左斜め前方を向い

て釣りをしていたとき、Ｂ船の西北西（左舷船首）方１,６００ｍ付

近にＡ船を認め、Ａ船の動静を時々見ながら釣りを続けた。 

船長Ｂは、魚が掛ったとき、Ａ船がＢ船の北西（左舷船首）方３０

０ｍ付近に位置し、Ａ船の船首の向きがＢ船の北寄りに向いていたの

で、Ｂ船の船首側を安全に通過すると判断した。 

船長Ｂは、釣れた魚をたも
．．

ですくって揚げ、右舷船尾部に移動して

左舷方を向いてクーラーボックスに腰を掛け、下方に顔を向けた姿勢

で魚を持ち帰るための作業（以下「本件作業」という。）をしていた

ところ衝撃を感じ、その直後、Ｂ船が自身に覆いかぶさるようにひっ

くり返って転覆し、後ろ向きに右舷側の海中に投げ出された。 

船長Ｂは、自力で転覆したＢ船の船底に上がって、携帯電話で海上

保安庁に本事故の発生を通報し、その後、接近して来たＡ船に移乗し

てＢ船と共に今和泉漁港に運ばれた後、一旦帰宅したものの、腰と頭

に痛みを感じていたので、翌日、指宿市所在の病院を受診して腰椎捻

挫と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、Ａ船が速力約８knの状態で操舵室右舷側の椅子に腰を掛

けて見張りを行うと、正船首左舷約１５°から右舷約１０°までの範

囲で死角が生じることを分かっていた。 

 船長Ａは、ふだん、立ち上がって操舵室上部の窓から見張りを行っ

たり、船首を左右に振ったりして船首方の死角を補う見張りを行って

おり、本事故当時も船首を左右に振ったりして船首方の死角を補う見
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張りを行っていた。 

 船長Ａは、本事故当時、視界が良く、進行方向の対岸の景色に小型

で白色の甲板上に構造物が少ないＢ船が紛れて認識することができな

かったのではないかと本事故後に思った。 

船長Ａは、本事故発生場所付近を航行する際、１.５Ｍレンジのレ

ーダーでは小型船舶の映像が見え難いことがあることを分かっていた

が、ふだんからレーダーレンジの変更などを行っていなかった。 

船長Ａは、レーダーレンジの変更などを行っていないレーダーで

は、Ｂ船の映像を認識することができなかったのではないかと本事故

後に思った。 

 船長Ｂは、Ａ船の船首の向きがＢ船の北寄りに向いていたので、船

長ＡがＢ船に気付いているものと思っていた。 

 船長Ｂは、本事故当時、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、知林ヶ島北東方沖において、船首方に死角が生じ、レーダ

ーレンジを１.５Ｍにした状態で東南東進中、船長Ａが、転舵する方

向に他船はいないと思い、右回頭を始めたことから、転舵方向で漂泊

中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、右回頭を始める前に目視とレーダーで周囲を確認した

際、転舵方向に航行の支障となる他船を見掛けなかったこと、及びＢ

船の映像を認識できなかったこと、並びにふだんから知林ヶ島北東方

沖で釣り船を見掛けたことがなかったことから、転舵する方向に他船

はいないと思ったものと考えられる。 

 船長Ａは、Ｂ船がＦＲＰ製の小型船舶であり、甲板上の構造物が少

なかったことから、１.５Ｍにしたレーダー画面上ではＢ船の映像が

小さく、気付かなかった可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、知林ヶ島北東方沖において、船首を北方に向けて漂泊中、

船長Ｂが、認めていたＡ船の船首がＢ船の北寄りに向き、Ｂ船の船首

側を安全に通過すると判断し、右舷船尾部に移動して左舷方を向いて

クーラーボックスに腰を掛け、下方に顔を向けた姿勢で本件作業をし

ながら漂泊を続けたことから、Ａ船が右回頭したことに気付かず、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、知林ヶ島北東方沖において、Ａ船が船首方に死角が生

じ、レーダーレンジを１.５Ｍにした状態で東南東進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａが、転舵する方向に他船はいないと思い、右回頭を始め、

また、船長Ｂが、Ａ船の船首の向きからＢ船の船首側を安全に通過す

ると判断し、右舷船尾部で下方に顔を向けた姿勢で本件作業をしなが
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ら漂泊を続けたため、Ａ船が右回頭したことに気付かず、両船が衝突

したものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、前路に他船はいないと思わず、時折、船首を左

右に振り、立ち上がって操舵室上部の窓から前方を確認するな

ど、適切な見張りを行い、他船を見落とさないようにすること。 

 ・レーダーを装備する船舶の船長は、目視に加えて適切なレンジへ

変更するなどして有効に活用すること。 

 ・船長は、常時船首方の視界を確保するため、視線を高くした姿勢

を取る等の措置をとること。また、船舶所有者は、新たに船舶を

建造する場合には、その設計、建造に際し、できる限り船首方の

視界を確保することに留意すること。 

・小型船舶の船長は、漂泊中に接近する他船を認めた場合、目を離

すことなく、継続した見張りを行い、更に接近して来る場合、船

外機を始動して船体を前後に移動させるなど、衝突を避けるため

の措置を採ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 事故発生場所 
（令和２年１１月１０日  
１０時１０分ごろ発生） 

指宿市 

魚見港 

宮崎県 
鹿児島県 

知林ヶ島灯台 

知林ヶ島 

小島 

大隅半島 

大根占港 

錦江町 

今和泉漁港 

Ａ船航跡 

Ａ船 

Ｂ船（漂泊中） 


